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し
、
同
項
第
十
八
号
中
「
前
項

号
と
し
、
同
項
第
十
九
号
中
「

「
前
項
第
二
十
三
号
イ
」
を
「

第
八
号
」
に
改
め
、
同
号
を
同

一
号
」
を
「
前
項
第
九
号
」
に

十
二
号
中
「
前
項
第
十
六
号
」

十
三
号
中
「
前
項
第
十
七
号
」

十
四
号
中
「
前
項
第
十
八
号
」

第
十
五
号
中
「
前
項
第
十
九
号

項
第
十
六
号
中
「
前
項
第
二
十

同
項
第
十
七
号
中
「
前
項
第
二

隊
」
に
改
め
、
「
警
備
課
」
の

「
第
十
二
号
」
に
改
め
、
同
項

し
、
第
十
号
を
削
り
、
第
十
一

号
と
し
、
第
十
四
号
及
び
第
十

と
し
、
第
十
八
号
を
第
十
四
号

同
号
を
同
項
第
十
五
号
と
し
、

ま
で
を
四
号
ず
つ
繰
り
上
げ
、

「
前
項
第
七
号
」
に
改
め
、
同

平
成
二
十
一
年
三
月
三
十

山
口
県
人
事
委
員
会
規
則
第

特
殊
勤
務
手
当
の
支
給

特
殊
勤
務
手
当
の
支
給
に
関

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
九
条
第
一
項
第
一
号
中

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

第
一
項
中
「
八
時
間
」
を
「

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
一

特
殊
勤
務
手
当
の
支
給
に
関

第
二
十
二
号
」
を
「
前
項
第
十
八

前
項
第
二
十
三
号
に
」
を
「
前
項

前
項
第
十
九
号
イ
」
に
改
め
、
同

項
第
七
号
と
し
、
同
項
第
九
号
を

改
め
、
同
号
を
同
項
第
八
号
と
し

を
「
前
項
第
十
二
号
」
に
改
め
、

を
「
前
項
第
十
三
号
」
に
改
め
、

を
「
前
項
第
十
四
号
」
に
改
め
、

」
を
「
前
項
第
十
五
号
」
に
改
め

号
」
を
「
前
項
第
十
六
号
」
に
改

十
一
号
」
を
「
前
項
第
十
七
号
」

下
に
「
、
警
衛
対
策
課
」
を
加
え

中
第
七
号
を
削
り
、
第
八
号
を
第

号
を
第
九
号
と
し
、
第
十
二
号
を

五
号
を
削
り
、
第
十
六
号
を
第
十

と
し
、
同
項
第
十
九
号
中
「
第
十

同
項
中
第
二
十
号
を
第
十
六
号
と

同
条
第
二
項
第
六
号
を
削
り
、
同

号
を
同
項
第
六
号
と
し
、
同
項
第

一
日十

二
号

に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す

す
る
規
則
（
昭
和
三
十
七
年
山
口

「
及
び
組
織
犯
罪
対
策
課
」
を
「

る
。

七
時
間
四
十
五
分
」
に
改
め
る
。

年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

す
る
規
則
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一
部
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改
正
す
る
規

一

号
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
十

第
十
九
号
に
」
に
改
め
、
同
号
イ

号
ロ
中
「
前
項
第
二
十
三
号
ロ
」

削
り
、
同
項
第
十
号
中
「
前
項
第

、
同
項
第
十
一
号
を
削
り
、
同
項

同
号
を
同
項
第
九
号
と
し
、
同
項

同
号
を
同
項
第
十
号
と
し
、
同
項

同
号
を
同
項
第
十
一
号
と
し
、
同

、
同
号
を
同
項
第
十
二
号
と
し
、

め
、
同
号
を
同
項
第
十
三
号
と
し

に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
十
四
号

、
同
項
第
四
号
中
「
第
十
六
号
」

七
号
と
し
、
第
九
号
を
第
八
号

第
十
号
と
し
、
第
十
三
号
を
第
十

二
号
と
し
、
第
十
七
号
を
第
十
三

九
号
」
を
「
第
十
七
号
」
に
改
め

し
、
第
二
十
一
号
か
ら
第
二
十
三

項
第
七
号
中
「
前
項
第
八
号
」

八
号
中
「
前
項
第
九
号
」
を
「
前

山
口
県
人
事
委
員
会

る
規
則

県
人
事
委
員
会
規
則
第
二
号
）
の

、
組
織
犯
罪
対
策
課
及
び
機
動
捜

則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。
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こ
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期
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県 報

る
半

委
員

削
り

八
項こ

（号 外 ）

「
前

め
、

り
、

イ
中

円
」

四
号

「
第第

員
の
退
職
手
当
の
支
給
に
関
す
る

表
第
一
研
究
職
給
料
表
の
項
中

百
分
の
十
（
職
務
の
級
四
級
の
職
員
の

ち
人
事
委
員
会
が
別
に
定
め
る
職
員
に

つ
て
は
、
百
分
の
十
五
）

附

則

の
規
則
は
、
平
成
二
十
一
年
四
月

末
手
当
及
び
勤
勉
手
当
に
関
す
る

平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日

口
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十

期
末
手
当
及
び
勤
勉
手
当
に
関

末
手
当
及
び
勤
勉
手
当
に
関
す
る

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

日
勤
務
時
間
」
を
「
。
以
下
「
学

会
規
則
で
定
め
る
時
間
」
に
改
め

、
同
項
第
四
号
ロ
及
び
第
五
号
ロ

の
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
時

附

則

の
規
則
は
、
平
成
二
十
一
年
四
月

項
第
十
九
号
ロ
」
に
改
め
、
同
号

同
号
を
同
項
第
十
六
号
と
し
、

同
号
ハ
中
「
（
検
視
官
を
除
く
。

「
二
千
五
百
円
」
を
「
三
千
二
百

を
「
三
千
二
百
円
」
に
改
め
、
同

及
び
第
十
五
号
」
を
削
り
、
同

一
項
第
十
六
号
」
を
「
第
一
項
第

十
九
条
の
二
第
一
項
第
一
号
ロ
中

規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

「
百
分
の
十

うあ

」
に
改
め
る
。

一
日
か
ら
施
行
す
る
。

規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則山

三
号す

る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る

規
則
（
昭
和
三
十
九
年
山
口
県

校
職
員
勤
務
時
間
条
例
」
と
い

、
「
を
い
う
。
第
四
号
及
び
第

中
「
半
日
勤
務
日
」
を
「
学
校

間
の
み
が
割
り
振
ら
れ
て
い
る

一
日
か
ら
施
行
す
る
。

ハ
中
「
前
項
第
二
十
三
号
ハ
」

同
条
第
三
項
第
六
号
イ
中
「
及
び

）
」
を
削
り
、
同
号
ハ
を
同
号

円
」
に
改
め
、
同
号
ロ
中
「
又

条
第
六
項
中
「
第
十
号
」
を
「

条
第
七
項
中
「
同
項
第
十
六
号
」

十
二
号
」
に
改
め
る
。

「
半
日
勤
務
日
（
」
を
削
り
、

を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

」
を

を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

口
県
人
事
委
員
会

規
則

人
事
委
員
会
規
則
第
九
号
）
の

う
。
）
第
三
条
第
八
項
の
人
事

五
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
を

職
員
勤
務
時
間
条
例
第
三
条
第

日
」
に
改
め
る
。

を
「
前
項
第
十
九
号
ハ
」
に
改

ハ
」
を
削
り
、
同
号
ロ
を
削

ロ
と
し
、
同
条
第
四
項
第
五
号

は
ハ
」
を
削
り
、
「
二
千
五
百

第
八
号
」
に
改
め
、
「
、
第
十

を
「
同
項
第
十
二
号
」
に
、

「
）
第
三
条
第
八
項
に
規
定
す

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
一

第
三
条
第
二
項
中
「
三
時
間

項
中
「
半
日
勤
務
時
間
の
割
振

第
四
条
第
一
項
中
「
お
い
て

は
、
」
に
改
め
る
。

第
七
条
の
二
第
一
項
中
「
百

七
五
で
」
に
改
め
る
。

第
十
条
第
三
項
中
「
八
時
間

場
合
は
四
時
間
を
も
っ
て
半
日

る
。

平
成
二
十
一
年
三
月
三
十

山
口
県
人
事
委
員
会
規
則
第

職
員
の
勤
務
時
間
、
休

職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
及

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

第
四
号
区
分
の
項
第
四
号
中
「

も
の
又
は
」
を
加
え
、
同
表
第

四
号
に
掲
げ
る
者
を
除
く
。
）

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
一

職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
及

平
成
二
十
一
年
三
月
三
十

山
口
県
人
事
委
員
会
規
則
第

職
員
の
退
職
手
当
の
支

職
員
の
退
職
手
当
の
支
給
に

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る

別
表
の
ロ

平
成
十
八
年
四

年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

四
十
五
分
」
を
「
三
時
間
三
十
分

り
変
更
」
を
「
勤
務
時
間
の
割
振

は
四
十
五
分
、
八
時
間
を
超
え
る

六
十
時
間
」
を
「
百
五
十
五
時
間

」
を
「
、
七
時
間
四
十
五
分
」
に

」
を
削
る
。

一
日十

五
号

日
及
び
休
暇
に
関
す
る
規
則
の
一

び
休
暇
に
関
す
る
規
則
（
平
成
七

正
す
る
。

級
が
」
の
下
に
「
四
級
で
あ
つ
た

五
号
区
分
の
項
第
四
号
中
「
も
の

」
を
加
え
る
。

年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

び
休
暇
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を

一
日十

四
号

給
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正

関
す
る
規
則
（
昭
和
五
十
年
山
口

。月
一
日
以
後
の
基
礎
在
職
期
間
に

」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
及
び
第

り
変
更
」
に
改
め
る
。

場
合
に
お
い
て
は
」
を
「
お
い

」
に
、
「
四
十
で
」
を
「
三
十
八

改
め
、
「
と
し
、
半
日
に
換
算
す

山
口
県
人
事
委
員
会

部
を
改
正
す
る
規
則

年
山
口
県
人
事
委
員
会
規
則
第

も
の
の
う
ち
人
事
委
員
会
の
定
め

」
の
下
に
「
（
第
四
号
区
分
の
項

改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布

山
口
県
人
事
委
員
会

す
る
規
則

県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
二
号
）

お
け
る
職
員
の
区
分
に
つ
い
て
の

二

四て・る 七 る第す の表



平成

義

年 月 日 火曜日

別
調
整

主
幹

「
こ

山 口 県

山
管

一
部

報

職
を
次第こ管

（号 外 ）

職
山

務
教
育
等
教
員
特
別
手
当
に
関
す

表
知
事
の
事
務
部
局
の
項
中
「
人

監
、
主
任
及
び
主
任
主
事
」
を

及
び
主
任
」
を
「
限
る
。
）
」
に

産
業
技
術
セ
ン
タ
ー

所

附

則

の
規
則
は
、
平
成
二
十
一
年
四
月

平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日

口
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十

管
理
職
員
等
の
範
囲
を
定
め
る

理
職
員
等
の
範
囲
を
定
め
る
規
則

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

職
員
の
修
学
部
分
休
業
に
関
す

員
の
修
学
部
分
休
業
に
関
す
る
規

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

三
条
第
一
項
中
「
八
時
間
」
を

附

則

の
規
則
は
、
平
成
二
十
一
年
四
月

理
職
員
等
の
範
囲
を
定
め
る
規
則

員
の
修
学
部
分
休
業
に
関
す
る
規

平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日

口
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十

る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規

事
課
の
調
整
監
」
の
下
に
「
、

「
財
政
課
の
企
画
監
及
び
主
任
」

改
め
、

長

次
長

総
務
課
長

一
日
か
ら
施
行
す
る
。

山

七
号規

則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

（
昭
和
四
十
一
年
山
口
県
人
事

る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規

則
（
平
成
十
七
年
山
口
県
人
事

「
七
時
間
四
十
五
分
」
に
改
め
る

一
日
か
ら
施
行
す
る
。

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ

則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を山

六
号

則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

主
幹
」
を
加
え
、
「
財
政
課
の

に
、
「
限
る
。
）

秘
書
課
の

」
を
削
る
。

口
県
人
事
委
員
会

委
員
会
規
則
第
二
十
一
号
）
の

則委
員
会
規
則
第
二
号
）
の
一
部

。こ
に
公
布
す
る
。

こ
こ
に
公
布
す
る
。

口
県
人
事
委
員
会

別
表
第
一
及
び
別
表
第
二
を

一
第

表
別

給
職
育
教

）
係
関
条
４

第

表
料

教
等

育
教

務
義
の

級
１

級
の 務
職

員
職
育
教

円
給
号

分
区
の

２

平
成
二
十
一
年
三
月
三
十

山
口
県
人
事
委
員
会
規
則
第

義
務
教
育
等
教
員
特
別

義
務
教
育
等
教
員
特
別
手
当

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

次
の
よ
う
に
改
め
る
。

特
員

者
る

け
受
を

用
適
の

表
額

月
当
手

別

円
円

円

級
４

級
３

級

一
日十

八
号

手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改

に
関
す
る
規
則
（
昭
和
五
十
年
山

る
。

三

山
口
県
人
事
委
員
会

正
す
る
規
則

口
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
三
号
）



平

外 員

成 年 月 日 火曜日

育 用 再

山 口 県 報 （号 外 ）

の 以 教 任職

員
職
育
教

四



平成 年 月 日 火曜日

分 の 職 教

山 口 県

員 育 用 再表
別

報 （号 外 ）

特
員

教
等

育
教

務
義

の

区
２

級
１

級
の 務
職

員 育

円
給

号

職 教 任

二
第

給
職

育
教

）
係

関
条

４
第

表
料

適
の

表
額

月
当

手
別

円
円

円

級
４

級
３

級

者
る

け
受

を
用

五



平成 年 月 日 火曜日 山 口 県 報

職 教 外 員 育 用 再

（号 外 ）

員 育 の 以 職 教 任

六



平成

行

年 月 日 火曜日

こ
山

級
の
よ

山 口 県

八
号第第

中
第

七
五第

る
場

報

学
す
る

山
学

（号 外 ）

員 育 用 再

こ
政
職
給
料
表
級
別
職
務
区
分
表
六

附

則

の
規
則
は
、
平
成
二
十
一
年
四
月

口
県
人
事
委
員
会
告
示
第
一

別
職
務
区
分
表
に
関
す
る
告
示

う
に
改
正
し
、
平
成
二
十
一
年
四

平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日

）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

三
条
第
一
項
中
「
八
時
間
」
を

四
条
第
二
項
中
「
三
時
間
三
十
分

「
半
日
勤
務
時
間
の
割
振
り
変
更
」

八
条
の
二
第
一
項
中
「
百
六
十
時

で
」
に
改
め
る
。

十
一
条
第
三
項
中
「
八
時
間
」
を

合
は
四
時
間
を
も
っ
て
半
日
」
を

校
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
、
休

。平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日

口
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十

学
校
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日

校
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
、
休

職 教 任

附

則

の
規
則
は
、
平
成
二
十
一
年
四
月

山

級
の
項
中
「
産
業
技
術
セ
ン
タ

一
日
か
ら
施
行
す
る
。

号（
昭
和
六
十
年
山
口
県
人
事
委
員

月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

る
。

「
七
時
間
四
十
五
分
」
に
改
め
る

」
を
「
三
時
間
十
五
分
」
に
改

を
「
勤
務
時
間
の
割
振
り
変
更

間
」
を
「
百
五
十
五
時
間
」
に

「
、
七
時
間
四
十
五
分
」
に
改

削
る
。

暇
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を山

九
号、

休
暇
等
に
関
す
る
規
則
の
一

暇
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
七

一
日
か
ら
施
行
す
る
。

口
県
人
事
委
員
会

ー
次
長
」
を
削
り
、
「
水
産
研

会
告
示
第
三
号
）
の
一
部
を
次

。め
、
同
条
第
三
項
及
び
第
四
項

」
に
改
め
る
。

、
「
四
十
で
」
を
「
三
十
八
・

め
、
「
と
し
、
半
日
に
換
算
す

改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布

口
県
人
事
委
員
会

部
を
改
正
す
る
規
則

年
山
口
県
人
事
委
員
会
規
則
第

各

部

局

三 る農水専

教
育
委
員
会

の
事
務
部
局

博文専専

警
察
本
部

主専

級
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る

四

級

知
事
の
事
務

部
局

主美学専環環環農農く農

「
被
害

事
故
捜
査
指
導
官
」
を

交
通
交
通

対
策
室
長
」
を
「
取
調
べ
監
督

犯
罪
被
害
者

削
り
、
「
告
訴
指
導
官
」
を
「

整
官
捜
査
統
括
官
」
に
改
め
る
。

研
究
職
給
料
表
級
別
職
務
区

究
セ
ン
タ
ー
次
長
」
を
「
水
産

水
産

祢
土
木
事
務
所
長
、
長
門
土
木

項
中
「
下
関
水
産
振
興
局
長
」

を
「
、
美
祢
土
木
事
務
所
長
、

公
安
職
給
料
表
級
別
職
務
区

級
の
項
に
掲
げ
る
職
で
特
に
認
め
る
も

も
の
）

林
総
合
技
術
セ
ン
タ
ー
調
整
監

産
研
究
セ
ン
タ
ー
企
画
情
報
室
長

門
研
究
員
（
特
に
認
め
る
も
の
）

物
館
副
館
長

書
館
副
館
長

門
学
芸
員
（
特
に
認
め
る
も
の
）

門
研
究
員
（
特
に
認
め
る
も
の
）

幹門
研
究
員
（
特
に
認
め
る
も
の
）

。幹術
館
副
館
長

芸
専
門
監

門
学
芸
員
（
特
に
認
め
る
も
の
）

境
保
健
セ
ン
タ
ー
企
画
情
報
室
長

境
保
健
セ
ン
タ
ー
部
長

境
保
健
セ
ン
タ
ー
副
部
長

林
総
合
技
術
セ
ン
タ
ー
農
業
技
術
部
柑

林
総
合
技
術
セ
ン
タ
ー
室
長
（
林
業
技

。
）

林
総
合
技
術
セ
ン
タ
ー
林
業
技
術
部
林

者
連
絡
調
整
官

事
故
事
件
捜
査
統
括
官

に
改
め

事
故
鑑
識
官

」

管
理
室
長

支
援
室
長
」
に
改
め
、
「
機
動
捜

告
訴
指
導
官

統
括
検
視
官
」
に
、
「
交
通
事
故

分
表
三
級
の
項
中
「
技
術
専
門
員

研
究
セ
ン
タ
ー
次
長

研
究
セ
ン
タ
ー
部
長
」
に
、
「
及

建
築
事
務
所
長
及
び
萩
土
木
建
築

を
「
下
関
水
産
振
興
局
長

水
産
研
究
セ
ン
タ
ー
所
長
」

長
門
土
木
建
築
事
務
所
長
及
び
萩

分
表
五
級
の
項
中
「
告
訴
指
導
官

七

の き
つ
振
興
セ
ン
タ
ー
所
長

術
部
林
業
研
究
室
長
を
除

業
研
究
室
長
（
特
に
認
め

、
同
表
七
級
の
項
中
「
犯
罪
被
害

査
隊
長
」
及
び
「
能
率
管
理
官
」

捜
査
指
導
官
」
を
「
被
害
者
連
絡

交
通
事
故
事

」
を
削
り
、
同
表
四
級
の
項
及
び

び
美
祢
土
木
事
務
所
長
」
を
「
、

事
務
所
長
」
に
改
め
、
同
表
七
級

に
、
「
及
び
美
祢
土
木
事
務
所
長

土
木
建
築
事
務
所
長
」
に
改
め
る

」
を
「
告
訴
指
導
官

検
視
官

」
に
、
「
交

者を調件五 美の」。通



平
成
二

平
成
二

平成 年 月 日 火曜日 山 口 県 報 （号 外 ）

十
一
年
三
月
三
十
一
日
印
刷

十
一
年
三
月
三
十
一
日
発
行

五

級

知
事
の
事
務

部
局

美
術
館
長

環
境
保
健

教
育
委
員
会

の
事
務
部
局

博
物
館
長

警
察
本
部

科
学
捜
査

各

部

局

四
級
の
項

発
行
所

山

口

発
行
人

山
口
県

セ
ン
タ
ー
所
長

研
究
所
長

に
掲
げ
る
職
で
特
に
認
め
る
も
の

県

庁

定
価
一
箇
月

金

知
事

二
千
七
百
円
（
送
料
共
）

八


